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町田市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について 

 

 

 上記の議案を提出する。 
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（提案理由説明） 

本件は、学校教育法の改正を踏まえた東京都立学校の管理運営に関する規則

等の改正に伴い、関係する規定を整備するため、改正するものです。 

 

 



別紙のとおり、町田市立学校の管理運営に関する規則を一部改正したい。 

なお、改正の概要は、次のとおりです。 

１ 改正理由 

学校教育法の改正を踏まえた東京都立学校の管理運営に関する規則等の改正に

伴い、関係する規定を整備するため、改正するものです。 

２ 改正内容 

改正の内容は、次のとおりです。 

（１）新たに主務教諭の職に関する規定を加えます。（第７条の５関係） 

（２）町田市立中学校の学校給食費に関する規定を削ります。（第１３条の４関係） 

３ 施行期日 

２０２６年４月１日から施行します。 

 



町田市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

町田市立学校の管理運営に関する規則（昭和４２年６月町田市教育委員会規則第２

号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（主任教諭等） （主任教諭等） 

第７条の５ 学校に主務教諭を置くことができ

る。 

第７条の５ 学校に、特に高度の知識又は経験

を必要とする教諭の職として、主任教諭を置

くことができる。 

２ 主務教諭は、児童又は生徒の教育をつかさ

どり、及び命を受けて学校の教育活動に関し

教諭その他の職員間における総合的な調整を

行う。 

２ 学校に、特に高度の知識又は経験を必要と

する養護教諭の職として、主任養護教諭を置

くことができる。 

３ 主務教諭の職名は、主任教諭とする。 ３ 学校に、特に高度の知識又は経験を必要と

する栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置

くことができる。 

４ 学校の実情に照らし必要があると認めると

きは、児童又は生徒の養護をつかさどり、及

び命を受けて学校の教育活動に関し教諭その

他の職員間における総合的な調整を行う主務

教諭を置くことができる。 

 

５ 前項に規定する主務教諭の職名は、第３項

の規定にかかわらず、主任養護教諭とする。 

 

６ 学校の実情に照らし必要があると認めると

きは、児童又は生徒の栄養の指導及び管理を

つかさどり、並びに命を受けて学校の教育活

動に関し教諭その他の職員間における総合的

な調整を行う主務教諭を置くことができる。 

 

７ 前項に規定する主務教諭の職名は、第３項

の規定にかかわらず、主任栄養教諭とする。 

 

（学校徴収金に関する事務処理） （学校徴収金に関する事務処理） 

第１３条の４ 校長は、学校職員及び保護者で

構成する団体若しくは卒業生で構成する団体

（以下これらを「学校関係団体」という。）

又は保護者からの委任に基づき、次に掲げる

経費等（以下「学校徴収金」という。）の収

第１３条の４ 校長は、学校職員及び保護者で

構成する団体若しくは卒業生で構成する団体

（以下これらを「学校関係団体」という。）

又は保護者からの委任に基づき、次に掲げる

経費等（以下「学校徴収金」という。）の収



納、管理及び支出に関する事務を処理するも

のとする。 

納、管理及び支出に関する事務を処理するも

のとする。 

（１）略 （１）略 

 （２）町田市立中学校の学校給食費等に関する

規則（平成２０年１０月町田市教育委員会

規則第１３号）第２条第４号の学校給食費 

（２）略 （３）略 

（３）前２号に掲げるもののほか、校長が特に

指定する経費 

（４）前３号に掲げるもののほか、校長が特に

指定する経費 

２ 略 ２ 略  

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


